
○ 高齢者雇用推進委員会の開催（年５回程度）

○ 基礎データの収集（アンケート調査、ヒアリング調査等の実施）

○ 事業報告書の作成（中間報告書）

○ 高齢者雇用推進委員会の開催（年３回程度）

○ ガイドラインの策定（会員企業等への配布）

○ 普及啓発活動の実施（高齢者雇用推進セミナー等の開催）

○ 事業報告書の作成（最終報告書）

事業の背景について

我が国では、急速に高齢化が進行しています。
令和5年版（2023年版）高齢社会白書によると、
我が国の高齢化率（全人口に占める65歳以上の人
口の割合）は29.0%に上昇し、世界の主要国で最
高水準となっています。今後も高齢化は一層進行
し、最新の人口統計では2065年の高齢化率は
40％近くに達する見込みです。こうした中で、中
長期的には、労働力人口の減少が見込まれること
から、高齢者が長年培った知識・経験を十分に活
かし、社会の支え手として意欲と能力のある限り
活躍し続ける社会が求められています。

事業の流れについて

産業別高齢者雇用推進事業の概要
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※スケジュールは一例です。

我が国は「超高齢社会」へ

高齢者の長年の職業経験や高い専門能力、
就業意欲を活用して組織を活性化！

（生涯現役社会の実現）

生産年齢人口（15～64歳）の減少
と高齢化の進展

対策

「改正高年齢者雇用安定法施行」（R３）
～70歳までの就業機会を確保～
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の減少
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当事業について

産業毎に、労働力の高齢化の状況や、置かれている経営環境、求められる労働者の性
質、形態が異なります。そうした諸条件の差異を考慮し、産業別団体内に推進委員会を
設置し、高齢者雇用に関する具体的な実態把握や課題解決の方策・提言について検討を
行い、ガイドラインとして取りまとめ、普及啓発を行います。

高齢者雇用
ガイドライン
の策定

高齢者の
戦力化の
ために

シニア人材の
活用・戦力化

● 高齢者雇用のメリット
● 企業の悩み・課題と解決のヒント
● 高齢者の活躍に関わる企業の工夫

視点若手人材の採用難

シニア人材の増加

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xThlXQ61JU8CAAnKGDTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1503auotp/EXP=1414821264/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%9C%AC+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3


○食品リサイクル業
（一般社団法人食品リサイクル連合会）

ガイドラインの内容

他業種のガイドラインの紹介（令和４年度策定）

取り組み業種について

＊ ９５業種（１１０件）のガイドラインを策定しています（R５.3.31現在）＊
○内容は当機構ホームページ でもご覧いただけます。
⇒ https://www.jeed.go.jp/elderly/enterprise/guideline/index.html

＊主な取組み業種＊

※これら以外にもガイドラインをご覧になった多くの皆様からご好評をいただいております。

利用者の声

＊高齢者雇用推進セミナー受講者の感想です＊

製造業
/管理・監督者

「規程の整備のみでは
なく、配慮、能力開発、
意識改革など、会社が
考えておかなければな
らないことがよく分か
りました。」

サービス業
/経営者･役員

「企業事例が大変参考
になった。まだ取り組
んでいない事例も多数
あり、今後の会社運営
に活かしたい。」

情報通信業
/管理・監督者

「手引きはしっかり読
み込んで参考にしたい。
同業界の社でも企業規
模によってはポイント
が違ってくるのも良く
分かりました。」

卸売・小売業
/管理・監督者

「年齢別のキャリア面
接などの中でガイド
ブックを活用し定年に
向けた従業員の事前準
備に対する動機づけに
活かしていきたい。」

医療・福祉業
/従業員

「アセスメントシート、
目標管理シート、従業
員の業務遂行チェック
リストなどの例が役立
つと思います。」

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
高齢者雇用推進・研究部 産業別雇用推進課
〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3

Tel.0４３-２９７-９５３０ https://www.jeed.go.jp/

建設業関連

建設、基礎工事、
とび･土工工事、
機械土工工事、
建設揚重業 等

製造業関連

パン、製紙、鍛造、
自動車車体、漬物、
バルブ、工作機械、
工業炉 等

情報通信業関連

情報サービス、
組込みシステム、
コンピュータ
ソフトウェア 等

卸・小売業関連

食料品小売、
百貨店、専門店、
アパレル・
ファッション 等

テーマ設定（例）

○歯車製造業
（一般社団法人日本歯車協会）

制度面
の改善

例）
継続雇用、
勤務形態、
賃金・処遇等

能力開発
の改善

例）
次世代との
関係性の構築、
教育訓練、
技能伝承等

作業施設
等の改善

例）
体力負荷軽減、
視力等低下対策、
ヒヤリハット等

新職場・
職務の創出

例）
事業の多角化
・拡大、
新規事業創出等

健康管理・
安全衛生

例）
生活習慣病予防、
メンタルへルス、
安全対策等

定年前
の準備支援

例）
キャリアパス
・ライフプラン
研修、面談等

○とび・土工工事業
（一般社団法人日本鳶工業連合会）

サービス業関連

ホテル、旅行、
保育サービス、
製造請負・派遣、
ゴルフ場、葬儀 等

https://www.jeed.go.jp/elderly/enterprise/guideline/index.html
https://www.jeed.go.jp/

